
はじめに

　長引く不況の中，様々な切り口から雇用・失

業問題が注目されている。たとえば，若年・中

高年といった世代別の雇用・失業問題や，少子

高齢化問題を背景にした女性の働き方の問題な

どが挙げられよう。

　だが，企業規模の面からみると，その関心の

中心はどちらかといえば大企業に偏っている。

多くの事例研究は大企業を主要な分析対象とし

ていることが多いし，調査分析の場合も大企業

に力点がおかれていることが多い。

　とはいえ，日本企業のおよそ９９％は中小企業

である。また７０％近くの雇用労働者が中小企業

で働いている。大企業がこれまでの日本的雇用

慣行の一つの典型であったことは事実であるが，

それがどの程度中小企業にも該当するのか，今

後の中小企業における雇用問題を読み解く上で

どの程度資するのかを明らかにする上で，中小

企業に関する独自の調査・分析が蓄積される必

要がある。とりわけ，中小企業でも近年急速に

その数と重要性を増している非正規従業者につ

いては，一層の研究の蓄積と分析・検討が必要

である。２００４年に実施された中同協「転換期にお

ける雇用・労働の変化」特別調査（２００４年）は，こ

の問題点を考える際に役立つ一つのデータを提

示している。

　本稿では，この中同協「転換期における雇用・

労働の変化」特別調査（２００４年）の分析を通じて，

中小企業における非正規従業者の実態を示し，

中小企業における非正規従業者の雇用の特徴を

明らかにしたい。

１　日本における非正規従業者等の現状

　現在，日本に非正規従業者等はどの程度存在

するのだろうか１）。「労働力調査特別調査」によ

ると，非正規の職員・従業員数は１９９３年の９８６万

人（就業者の１９.３％）から２００３年の１,５０４万人（就

業者の２８.１％）と大きく増加している。男女別に

雇用形態別にみた役員を除く雇用者（非農林業）

の構成割合をみると，男性の約１５％，女性の約

５０％が非正規労働者である２）。２００２年度「雇用動

向調査」の就業形態間移動状況（図表１）では，一

般（ここでは正規従業者の意味で用いられてい

る）３）から一般へ転換した比率は１９９２年から

１０％以上低下している。一方，一般から（非正規

従業者の中心である）パートへの移動は１９９２年

の６.４％から２００２年の９.５％に，パートからパート

への移動は１９９２年の１１.４％から２００２年の２０.２％

に，それぞれ増加している。とりわけ２００２年の

女性では，一般から一般への移動が３９.５％，パー

トから一般への移動が１３.０％であるのに対し，

一般からパートへの移動は１１.７％，パートから

パートへの移動は３４.２％にのぼる。ここからも，

雇用の受け皿としてパート（非正規従業者）が急

速に拡大していることが示唆されよう。

　次に「就業構造基本調査」（２００２年）から，産業

大分類別の非正規雇用者割合をみると，産業に

よって温度差があることがわかる。非正規雇用

者の割合が比較的低い産業は，鉱業（８.４％），建
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設業（１６.７％），電気・ガス・熱供給・水道業

（８.７％）である。一方，非正規雇用者の割合が比

較的高い産業として，農業（５１.７％），運輸・通

信業（４５.０％），サービス業（３１.５％）があげられる。
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総務省統計局「事業所・企業統計調査」からは，

「卸売・小売業，飲食店」，「運輸・通信業」，「サー

ビス業」で非正社員率が上昇している４）。ここか

ら、産業別に非正規従業者等の活用しやすさに

差異があることがうかがえる。

　続いて，非正規従業者を雇用する理由，非正

規従業者として働く理由をみる。「平成１５年　就

業形態の多様化に関する総合実態調査」で就業

形態別に主な雇用の理由をみると（図表２），嘱

託社員と出向社員を除く全ての就業形態で「人

件費の節約」の比率が高くなっている。「業務量

の変化への対応」の比率が高いのは，派遣社員

（４８.８％），臨時的雇用者（９８.９％），パートタイム

労働者（７３.８％）であった。「正規従業者の補完」

は派遣労働者で比較的高くなっている（４２.９％）。

また，「高い業務能力の活用」を目的として雇用

されるのは，契約社員（９０.１％），嘱託社員

（１３０.３％），出向社員（１０８.８％）であった。とはい

え，派遣法制定時には，専門的業務に従事する

ものと位置づけられていた派遣労働者だが，「即

戦力・能力のある人材を確保するため」という

回答は高いものの（５３.４％），「専門的業務に対応

するため」に雇用したとする割合は他の就業形

態よりも比較的低い（２５.９％）。逆に，派遣労働

者を「賃金以外の労務コストの節約のため」

（２６.６％）や「景気変動に応じて雇用量を調整す

るため」（２６.４％）に雇用したとする回答は比較

的高くなっている。要するに，いまや派遣労働

者は，専門的業務に従事する就業形態というよ

りむしろ，業務量の変化に対応することを目的

として雇用される方向にシフトしている可能性

がある。

　非正規従業者を雇用する目的に関する同様の

傾向は，厚生労働省の２００１年に実施された「パー

トタイム労働者総合実態調査」にもみられる。す

なわち，非正規従業者を雇用する理由として企

業が挙げた主要なものは，「人件費が割安だか

ら」，「簡単な仕事内容だから」，「一日の忙しい時

間帯に対応するため」，「一時的な繁忙に対応す

るため」などである５）。一方，非正規従業者とし

て働く理由は，「自分の都合の良い時間（日）に働

きたいから」，「勤務時間・日数が短いから」，「仕

事の内容に興味が持てないから」，「正社員とし

て働ける会社がないから」であった６）。また，

パートタイム労働者では「賃金の節約のため」及

び「１日，週の中の仕事の繁閑に対応するため」

とする回答が高い比率を示し，出向社員，派遣

労働者，嘱託社員，契約社員では「即戦力・能力

のある人材を確保するため」とする回答が高い

比率となっている７）。

　これらの調査結果から，企業・労働者それぞ

れが非正規従業者を選択する理由の差異が明ら

かになった。すなわち，企業が非正規従業者を

雇用する目的は，人件費の削減と柔軟な労働力

の確保にあることがわかる。一方労働者は，仕

事と家庭・社会生活との両立のために，時間的

自由が高い非正規従業者という働き方を選択し

ているものと，正社員になれないためにやむを

得ず非正規従業者としての働き方を選択するも

のに大きく二分される。

２　非正規従業者の多様化と処遇の整備の
立ち遅れ

　以上のデータから，１９９０年代以降，企業・労

働者双方のニーズをうけ，非正規従業者は大き

くその数を増していることが分かる。同時に，

その質も変わってきている。すなわち，非正規

従業者は，従来のように業務の繁閑に応じて単

純で周辺的業務を担うバッファー的なものにと

どまらず，専門的・管理職基幹的業務にまで仕

事の領域を広げつつある８）。「平成１３年パートタ

イム労働者総合実態調査」では，「“パート”を雇

用している事務所」の中で正社員と同じ仕事を

している者がいるとする回答は４０.７％であった。

また，事例研究から，スーパーやファミリーレ

ストランや生協など様々な領域でパートタイム

労働者の基幹化が進んでいることも明らかにさ

れている９）。

　さらに，厚生労働省「パートタイム労働者総合
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実態調査」によれば，２００１年で「パート等労働者」

の１１.８％が役職付きである。いまや，非正規従

業者は，一つの重要な戦力として，企業の中に

恒常的に組み込まれているといっても過言では

ないだろう。

　だが，このような非正規従業者の質・量両面

の拡大にともなって，非正規従業員への処遇の

問題点もこれまで以上に注目されるようになっ

てきた。非正規従業者が抱える問題に通底する

のは，働き方の違いと処遇格差を安易に無規定

に結びつける傾向であると考えられる。つまり，

いわゆる「身分としてのパート」に象徴されるよ

うに，正規従業者への処遇と非正規従業者への

処遇の間に一定のまぎれのない基準を形成でき

ていないのである１０）。それが，具体的には，次

のような形で顕在化していると考えられる。

　第一に，就業形態の違いによって，従業者へ

の期待が異なっていたことが挙げられる。正規

従業者は，基幹的業務の担い手として社内で能

力を伸ばしながら長期的に働き続けることを期

待される。一方，非正規従業者は，縁辺労働者

として周辺的な単純業務を担うことを期待され

る。つまり，本人の適正や能力ではなく，正規

従業者と非正規従業者といった働き方に対する

期待に応じて，自動的に業務が振り分けられが

ちである１１）。その結果，正規従業者と非正規従

業者の間に賃金格差１２）や処遇格差１３）が生じるこ

とになる。

　第二に，近年，非正規従業者の活用のあり方

が変化してきたことが，非正規従業者に対する

キャリア形成や処遇についての対応の不明確さ

を浮き彫りにしてきたと考えられる。近年，一

部の非正規従業者に対して基幹的業務を担わせ

ようとする動きがみられるが，その際非正規従

業者に対するキャリア形成の道筋や処遇のシス

テムにはいまだ不十分な側面がみられる。非正

規従業者に正規従業者並みの能力と責任を求め

る半面で，非正規従業者をどのような業務に配

置するか，いかなる教育訓練を施すか，昇進・

昇格・昇給のシステムをどう構築するか，と

いった問題に対して場当たり的な対処に終始し

ている企業が多いのである１４）。このように，非

正規従業者の多様化に処遇の整備が追いついて

いないために，正規従業者との処遇格差や相対

的な労働条件の低さといった問題が立ちあらわ

れると考えられる。

　だが，そもそも中小企業でどのような就業形

態がどういった目的で雇用されているのか，非

正規従業者はどのような業務を担っているかに

ついての研究の蓄積はあまり進んでいない１５）。

そこで次節では，中小企業家同友会（以下，中同

協）が２００４年に実施した「転換期における雇用・

労働の変化」特別調査から，中小企業における非

正規従業者の現状について分析したい。

３　中同協「転換期における雇用・労働の
変化」特別調査の分析

　本節では，中同協「転換期における雇用・労働

の変化」特別調査のデータを使用しながら，中小

企業における非正規従業者の現状を分析する。

「転換期における雇用・労働の変化」特別調査は，

２０００年代の雇用および労働力活用の諸方法の変

化について調査を行ったものである１６）。調査期

間は２００４年９月１５日～１０月５日で，中小企業家

同友会会員企業を対象にＦＡＸ通信による自計

記入を求めたものである。回答企業数は２１,５０７

社中３,０２１社（回答率１４.０％）で，内訳は建設業５７６

社，製造業７７３社，流通・商業８７４社，サービス

業７５４社である。なお，回答企業の資本金，売上

高，設立年，従業員の平均は図表３の通りであ

る。

　４業種中で３年前と比較して非正規従業者を
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増やしたとする企業は，全体で４割以上存在す

る（図表４）。詳細をみると，建設業では非正規

従業者が増加したとする回答は２９.９％だが，他

の３業種ではいずれも４割を超えている。中で

も，製造業では４６.１％にのぼる。

　続いて，非正規従業者等の雇用のトレンドを

概観する。本調査において，非正規従業者等の

雇用は増加傾向にある。３年前（２００１年）と比較

して上昇したとする割合は４１.４％，不変と回答

した企業が３３.３％である１７）。さらに非正規従業者

数について，今後増やす予定であると回答した

ものは，建設業１１.２％，製造業２８.２％，流通商業

３０.７％，サービス業２９.８％，不変と回答したもの

は建設業１８.６％，製造業２７.５％，流通商業２９.２％，

サービス業２４.７％である１８）。これらをふまえると，

中小企業における非正規従業者等の雇用は拡大

しつつあるといえよう。図表５から，非正規従

業者を雇用していない企業は１２.４％に過ぎない

ことがわかる。非正規従業者数が５人未満であ

るとする企業が３７.９％，５人以上１０人未満と回答

したものが１４.５％と，一社で雇用している非正

規従業員の数が１０人未満とするものが５割を超

える。さらに企業規模別に非正規従業者数をみ

ると，企業規模が大きくなるほど非正規従業者

を雇用していることがわかる（図表６）。なかで

も，企業規模１００人以上の企業で非正規従業者を

５０人以上雇用していると答えたものが４５.７％に

のぼる。これらのデータから，中小企業におい
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て，非正規従業者が欠くことのできない労働力

であることがわかる。

　次に図表７から正規従業者と非正規従業者の

関係をみると，３年前と比較して正規従業者数が

増えた企業は非正規従業者数も増やしたとする

ものが多い。一方，正規従業者数が減少した企

業は，非正規従業者数を増やしたと回答したも

のと減らしたとしたものがそれぞれ約３割存在

する。全体の人件費削減を志向するパターンと

正規従業者数の減少を非正規従業者で補完しよ

うとするパターンに二分されているためと考え

られる。同様の傾向は，正規従業者数と非正規

従業者数の今後の計画にもみいだせる。

　さらに，３年前と比較した非正規従業者数と売

上高の増減との関係をみると，売上高が増加し

た企業で非正規従業者を増やす傾向がみられる

（図表８）。また，図表９から，増収増益，増収

減益，減収増益，減収減益の順に非正規従業者

を増やしたと回答したものが多かった。これら

の結果から，中小企業が売上高の増加に非正規

従業者の増加で対応していることがうかがえる。

　では，以下で非正規従業者の内訳をもう少し

細かくみていこう。非正規従業者で上昇した就

業形態１９）は，パート・アルバイト労働者６６.５％，

契約社員１９.０％，派遣労働者１４.４％，嘱託社員

１０.２％，請負８.２％，一人親方など４.６％，出向社

員１.３％，その他３.４％である。非正規従業者の中

心がパート・アルバイト労働者であるといえよ

う。このデータを企業規模別にみたものが，図

表１０である。図表１０から，企業規模が大きくな

るにしたがって，多数の非正規従業者を雇用す

る割合が高くなっている。中でも，契約社員や

派遣労働者を雇用する割合が増加する傾向にあ

る。
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　業種別にみた非正規従業者の伸びの内訳は，

図表１１の通りである。全般的にパート・アルバ

イト労働者を増やしたとする割合が多かった。

だが，細かくみると，業種別に，増加した就業

形態に違いがあることが分かる。はじめに，パー

ト・アルバイト労働者は，他産業と比較して，

建設業で増加したとする割合が低い。一方で，

建設業は，請負や派遣労働者などが上昇したと

する割合が高くなっている２０）。次に，製造業で

派遣労働者が増えたとする比率が高いことが指

摘できる。この増加には，派遣法改正が影響を

与えている可能性がある。他に，流通商業・サー

ビス業で，３年前と比較して契約社員が比較的上

昇していることも特徴として挙げられよう。

　次いで，業種ごとに非正規従業者等を雇用す

る理由をみよう。非正規従業者を雇用する理由

は，おおまかに，「人件費の節約」，「業務量の変

化への対応」，「正規従業者の補完」，「高い業務能

力の活用」，「本人の選択」２１），「その他」に分類で

きる（図表１２参照）。次に，「人件費の節約」と「高

い業務能力の活用」を目的とする比率には，業種

による差異があまりないことが指摘できる。一

方，「業務量の変化への対応」と「正規従業者の補

完」については，業種ごとに違いがある。すなわ

ち，製造業では「業務量の変化への対応」を目的

として（５３.２％），流通商業とサービス業では「正

規従業者の補完」を目的として（２４.１％），それぞ

れ非正規従業者を雇用しているとする比率が他

業種と比べて高めである。また，流通商業やサー

ビス業では，「正規社員の戦略配置への補完」を

目的とする比率が高い。ここから，サービス業

において，非正規従業者等が正規従業者と異な

る意図で活用を進めていることがうかがえる。

他に，製造業では，「能力の高い高齢者の活用」の

ために非正規従業者等の雇用を増やしたとする

回答が多い。これは，一面で高齢者の活用が進
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められているためと考えられよう。

　続いて，上昇した雇用形態別に非正規従業者

等を雇用する目的をみる。図表１３から，近年の

中小企業における非正規従業者等の雇用に関す

るいくつかのポイントを指摘することができる。

　第一に，いずれの就業形態を選択する場合で

も，「人件費の節約」を目的としている比率が高

いことが挙げられる。中でも，パート・アルバ

イト労働者を雇用する目的として，「人件費の節

約」を目的とする割合が５３.８％に達している２２）。

他の就業形態の場合でも４割前後となっており，

「人件費の節約」が非正規従業者等を雇用する主

要な目的の一つとして意識されているといえる。

ただし，「一人親方など」，「請負」，「派遣労働者」

については，この割合が比較的低かった。

　第二に，「高い業務能力の活用」を目的とする

場合，「一人親方など」，「請負」，「契約社員」，「嘱

託社員」の比率が上昇している点が指摘できよ

う。これらの就業形態については，「能力のある

人材確保」を目的とする割合も高めである。逆に，

「パート・アルバイト労働者」および「派遣労働

者」の場合は，この項目への回答が低めに出てお

り，「一人親方など」，「請負」，「契約社員」，「嘱託

社員」と対照的な傾向を示している。

　第三に，「派遣労働者」，「請負」，「一人親方な

ど」は，「業務量の変化への対応」として雇用量を

増やす傾向にある。とくに「派遣労働者」を，「業

務量の変化への対応」を目的として雇用すると

する割合が他の就業形態と比較して顕著である。

また，「景気変動への対応」として「請負」を雇用

したと回答した割合も高い。これらの就業形態

が，「業務量の変化への対応」として意識されて

いることが示唆される。

４　中同協「転換期における雇用・労働の
変化」特別調査から得られる示唆

　以上の分析から，以下の点が指摘できる。

　はじめに，中小企業でも，パート・アルバイ

ト労働者を中心に非正規化が急速に進んでいる

ことが明らかになった。これは，各種調査の結

果とも合致する。また，一口に非正規といって
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も，パート・アルバイト労働者はいうまでもな

く，派遣労働者，請負，契約社員等多様な就業

形態が存在している。したがって，中小企業で

も，非正規化と非正規従業者の多様化が同時に

進行しつつあると考えられる。さらに，定型的・

補助的な業務から基幹的業務にわたる非正規従

業者の活用のあり方も多様化している。

　これらの多様化は，次の二つの意味で，中小

企業における非正規従業者を雇い分けにあらわ

れていると思われる。一つ目は，業種によって

非正規従業者を雇い分ける傾向があるという意

味においてである。これは，業種ごとに就業形

態が異なる非正規従業者間の増加の程度に違い

があることと，「業務量の変化への対応」と「正規

従業者の補完」を目的とする割合が業種によっ

て異なることから示唆されよう。

　二つ目は，中小企業が，非正規従業者等を目

的別に雇い分けているという意味においてであ

る。就業形態と非正規従業者の雇用の目的に一

定の傾向が見出せたからである。すなわち，契

約社員，嘱託社員，請負，一人親方などは，能

力のある人材・専門的業務の担い手と位置づけ

られていることがうかがえる。これらの就業形

態では，高い能力を持つ人材を必要に応じて雇

用できる点がメリットと考えられていると見て

よいだろう。一方，派遣労働者，請負，一人親

方などは「業務量の変化への対応」を目的として

いる場合が多いようだ。とりわけ，派遣労働者

にその傾向が顕著である。すなわち派遣労働者

を「専門的業務に対応するため」に増やしたとす

る割合は全体的に低位にとどまっている。むし

ろ，「業務量の変化への対応」を目的として派遣

労働者の雇用量を増やしたとする比率が高い。

この結果から，これらの就業形態が，雇用の調

整弁として活用されている可能性があろう。

５　おわりに

　中同協「転換期における雇用・労働の変化」特

別調査から，中小企業における非正規従業者等

の多様化と活用のあり方が明らかになった。す

なわち，中小企業では非正規従業者等の雇用量

が増加していること，就業形態・業務内容共に

多様化していること，非正規従業者の雇用目的

と就業形態がゆるやかながらも対応する関係が

形成されつつあること，である。ここから，中

小企業が，様々な就業形態の非正規従業者等を

モザイク上に組み合わせる形で戦力化をすすめ

ていることがうかがえる。同時に，非正規従業

者等が就業形態によってカテゴライズされ，企

業の必要に応じて使い分けられる際の一つの目

安として機能している可能性がある。

　このような非正規従業者等の活用は，一面で

企業と労働者双方に多様な選択肢を提供する。

企業にとっては経営上のフレキシビリティを確

保し，いっそうの効率化を進める一つの手段と

なり得る。労働者にとっても，自らが希望する

働き方を選択できる可能性が増すことを意味す

る。

　だが，非正規従業者等の活用が処遇のあり方

の変化と結びつかなければ，非正規従業者等の

質的拡大に対する処遇の立ち遅れが今以上に意

識されるようになるだろう。その結果，正規・

非正規従業者間の処遇格差が問題となることは

明らかである。さらには，非正規従業者等を就

業形態別に分断し，就業形態別の処遇格差を生

み出す可能性すらある。

　そこで，上記の問題を回避する手立てとして，

就業形態別に非正規従業者等を使い分ける根

拠・必要性についての分析が求められよう。非

正規従業者等が，中小企業において実際にどの

ような業務を担っているのか，それは正規従業

者の働き方との異同はあるのか，といった具体

的な分析が必要になってくると思われる。

　とはいえ，今回の中同協調査で明らかにされ

た上記の点と，２節で述べた非正規従業者の特徴

との間にみられるいくつかの類似点については，

今後のデータやケースの蓄積と一層の分析が必

要であろう。調査項目や定義が必ずしも一致し

ない複数の調査結果を安易に比較することは慎
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むべきことではあるが，今回得られた手がかり

をどのように発展させ，解明していくかについ

ては，他日を期したい。また，今回の調査には，就

業形態別労働条件が捉えがたいために調査項目

から間接的に推理するしかないこと，中小企業

における非正規従業者雇用の実態の詳細が掴み

がたいことといった限界がある。これらの点を

分析・検討していくことも今後の課題である。

１）各種調査では，本稿の非正規従業者に該当するも
のとして，非正規労働者，非正規雇用者などの語を
使用している。厳密に比較すればそれぞれの定義
の間にはズレもみられるが，本節では，非正規従業
者の傾向を概観するという目的に照らし，これらの
語を非正規従業者と解して検討を試みた。
２）女性の場合，１９９０年代に１５％以上非正規労働者
が増加しており，男性と比較して急速に非正規化が
進んでいるといえる。また，女性が多く就業してい
る派遣労働者の数も近年急速に増加している。厚
生労働省の「労働者派遣事業報告書」（平成１４年版）
によると，派遣労働者数はおよそ２１３万人と，１９９８
年の２倍以上増加えている。
３）「雇用動向調査」では，一般とパートという語が
使用されている。だが，ここでは一般を正規従業者
とみなして検討を試みている。
４）厚生労働省編［２００３］，１１７頁。
５）とくに，「人件費が割安だから」という理由を挙
げる割合が急速に増加している。
６）中でも，「正社員として働ける会社がないから」
を理由として挙げる割合が増加している。同様の
動きは，総務庁統計局「労働力調査特別調査」にも
みられる。すなわち，非自発パートは年々増加する
傾向にある。
　　なお，非正規従業者として働く理由を聞いた調査
は多数存在する。とはいえ，各質問項目への回答の
比率は調査ごとに異なる。例えば「就業形態の多様
化に関する総合実態調査」では，「正社員として働け
る会社がなかったから」が２５.８％，「自分の都合の良
い時間に働けるから」が３０.９％，「家計の補助，学
費等を得たいから」が３５.０％，「通勤時間が短いか
ら」が２８.１％，「勤務時間や労働日数が短いから」
が２３,２％である。このような回答結果の差は，企業
の認識と非正規従業者の意識との齟齬を示唆して
おり，興味深い。
　　また，佐藤［１９９８］は，「就業形態の多様化に関
する総合実態調査」のデータ分析から，「非定型的労
働に従事している人々は，正社員とは異なる“労働
志向”を持ち，その結果，働くことに期待する報酬
内容が正社員と異なり，就業機会の選択理由も異質
なものになると考えることができる」（１３頁）こと
を導出している。

　　このような就業意識の分析は，就業形態の多様化
の意味を明らかにする上で重要であるが，このテー
マの分析については他日を期したい。
７）なお，出向社員，契約社員では「専門的業務に対
応するため」，嘱託社員では「高年齢者の再雇用対策
のため」とした比率も高かった。
８）日本におけるパートタイム労働者の基幹化に関す
る先行研究は枚挙に暇がない。さしあたり，鬼丸
［２００４］を参照されたい。

９）例えば，スーパーの事例としては労働政策研究・研
修機構調査部編［２００５］，ファミリーレストランの事
例としては本田［２００３］，生協の事例としては八谷
［２００４］が挙げられる。これ以外に，百貨店や
ファーストフード等の飲食店でも同様の傾向がみ
られる。

１０）女性労働に関する文献は枚挙に暇がないが、比較
的に入手が容易なものとして熊沢［２０００］があげら
れる。この「一定のまぎれのない基準」をどう考え
るかは非常に重要な問題であるが，本稿の分析範囲
を超える。この点について明らかにしていくこと
は，筆者の今後の課題である。

１１）実際には，正規従業者の中でも，従業者の属性に
よって様々な格差が存在している。この格差は，も
ちろん非正規従業者の抱える問題と共通する側面
を持つ。しかし，本稿の分析範囲を超えるため，ま
た，本稿における問題の所在を明確にするため，こ
こでは敢えて極端に単純化した表現を用いた。
１２）正規従業者の賃金水準は比較的高くなる一方で，
非正規従業者の賃金水準は低位に留まることがほ
とんどである。また，正規従業者の場合は勤続年数
の上昇に伴って年功的な右肩上がりの賃金カーブ
を描くことが，非正規従業者の場合は勤続年数の多
寡によらずほぼフラットであることが多い。実際，
「パートタイム労働者総合実態調査報告」（平成１３
年版）では，パートの採用時の賃金決定項目として，
「同じ地域・職種のパートの賃金相場」と回答した
企業が６７.４％にのぼった。一方，「仕事の困難度に
応じて」は２６.５％，「経験年数に応じて」は２５.１％
にとどまった。つまり，正規従業者が主に内部労働
市場に依拠して賃金決定を行うのと対照的に，非正
規従業者は外部労働市場が賃金決定に大きな影響
を与えているのだ。ここに，正規従業者と非正規従
業者の一つの断絶を垣間見ることが出来よう。
　　また，杉橋［２００４］では，「正規男性雇用者の推
定所得（４７７万円）を１００としたとき，非正規男性
雇用者の所得は６２％，正規女性雇用者は４９％，非正
規女性雇用者は２８％にしかすぎない」（９２頁）こと
が明らかにされている。

１３）処遇格差として，例えば，「平成１３年パートタイ
ム労働者総合実態調査」では，退職金，法定福利費，
賞与をあげる企業が多かった。また，非正規従業者
は，自己啓発や健康保険，厚生年金などの諸制度が
適用されていない場合が多かった。
１４）永瀬［２００３］は，「職場における多様な労働者の
活用実態に関する調査」（調査対象は非正社員全般）
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から，以下の分析を導出している。すなわち，女性
の場合は，職務レベルの高さ，責任の重さが賃金上
昇にほとんど結びついていないと結論付けている。
１５）中小企業の非正規従業員の雇用管理については，
例えば（財）日本職業協会編［１９９６］，利光［２００１］
などが挙げられる。とはいえ，これらの調査におい
て，非正規従業者を雇用する目的や実際に増加した
就業形態といったデータ収集に焦点を当てたもの
ではない。
１６）主要な調査項目は，（１）正規・非正規従業者数
の推移とその増減理由，（２）正規従業者の雇用につ
いて（雇用目的，採用数，採用ルート，採用にあた
り重視する要素と期待する能力），（３）非正規従業
員の雇用について（就業目的，就業形態），（４）中
同協の「労使見解」・「経営指針」に基づく経営方針
の有無について，である。なお，この調査の詳細は，
中小企業家同友会全国協議会編［２００４］を参照され
たい。
１７）n＝２,３９５
１８）n＝２３２０
１９）n＝１,７０４
２０）建設業では，３年前と一人親方などが上昇したこ
とが指摘されているが，この就業形態は建設業に特
有のものであるため，他産業と直接比較するのは難
しい。建設業における就業形態に関しては独自の
分析が必要と考えられるが，本稿の分析範囲を超え
るため，今後の課題としたい。
２１）本調査では，「本人の選択」の比率がおよそ１割
に過ぎない。これは，中小企業では，必ずしも本人
の選択を意識して非正規従業者を採用していない
可能性を示唆している。とはいえ，判断材料となる
データが不足していることから，今後のケース・
データの蓄積が望まれる。
２２）n＝２,２２７
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